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人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

野

三
紀
子

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

職

員

組

織

職

員

略

略

略

略

知
事
の
事
務
部
局

理
事

部
長

危
機
管
理
監

健
康
医
療
技
監

知
事
の
事
務
部
局

理
事

部
長

危
機
管
理
監

（
本
庁
）

森
林
技
監

建
設
技
監

次
長

参
事

報
道
監

（
本
庁
）

森
林
技
監

建
設
技
監

次
長

参
事

広
報
監

副
危
機
管
理
監

デ
ジ
タ
ル
化
統
括
監

移

副
危
機
管
理
監

デ
ジ
タ
ル
化
統
括
監

ク

住
・
県
内
定
着
推
進
統
括
監

鳥
獣
被
害
対

リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
統
括
監

建
設
産
業
振

策
統
括
監

課
長

室
長

政
策
監

副
報
道
監

興
統
括
監

課
長

室
長

政
策
監

副
広
報
監

防
災
監

地
域
交
通
対

防
災
監

Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
推
進
監

地
域
交
通
対

策
監

ス
マ
ー
ト
農

策
監

読
書
・
文
化
活
動
推
進
監

ス
マ
ー
ト
農

業
推
進
監

企
業
誘
致
推
進
監

技
術
管
理
監

業
推
進
監

技
術
管
理
監

流
域
防
災
監

総
合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

流
域
防
災
監

総
合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

略

略

略

略

略

略

人
事
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

主
幹

人
事
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

主
幹

局

シ
ニ
ア
エ
キ
ス
パ
ー
ト

副
主
幹

主
査

局

副
主
幹

主
査

略

略

略

略

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

職

員

組

織

職

員

知
事
の

地
域
振
興
局
長

部
長

地
域
防
災
監

知
事
の

地
域
振
興
局
長

部
長

地
域
防
災
監
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事
務
部

次
長

総
務
経
理
課
長

企
画
福
祉

事
務
部

次
長

総
務
経
理
課
長

企
画
福
祉

局
（
地

課
長

農
業
振
興
普
及
課
長

企
画
・

局
（
地

課
長

農
業
振
興
普
及
課
長

企
画
・

方

機

用
地
課
長

総
務
経
理
チ
ー
ム
の
チ
ー

方

機

建
設
課
長

総
務
経
理
チ
ー
ム
の
チ
ー

地

域

振

興

局

地

域

振

興

局

関
）

ム
リ
ー
ダ
ー

秋
田
地
域
振
興
局
農
林

関
）

ム
リ
ー
ダ
ー

秋
田
地
域
振
興
局
農
林

部
八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所
長

部
八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所
長

建
設
部
河
川
整
備
課

の
ダ
ム
管
理
事

建
設
部
保
全
・
環
境
課
の
ダ
ム
管
理
事

務
所
長

務
所
長

公

文

書

館

館
長

総
務
チ
ー
ム
の
チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

略

略

略

略

総
合
県
税
事
務
所

略

総
合
県
税
事
務
所

略

公

文

書

館

館
長

総
務
チ
ー
ム
の
チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

略

略

略

略

生
活
セ
ン
タ
ー

所
長

生
活
セ
ン
タ
ー

所
長

総
務
・
消
費
者
教
育
推
進
チ
ー

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

ム
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

略

略

略

略

別
表
第
三(

第
二
条
、
第
三
条
関
係)

別
表
第
三(

第
二
条
、
第
三
条
関
係)

組

織

職

員

組

織

職

員

教
育
庁

教

育

事

務

所

所
長

副
所
長

主
任
管
理
主
事

管

教
育
庁

教

育

事

務

所

所
長

副
所
長

主
任
管
理
主
事

管

の
地
方

理
主
事

総
務
チ
ー
ム
及
び
総
務
・
幼

の
地
方

理
主
事

総
務
チ
ー
ム
及
び
総
務
・
幼

機
関
等

児
教
育
チ
ー
ム
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

機
関
等

保
推
進
チ
ー
ム
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

略

略

略

略

図

書

館

略

図

書

館

略

青
少
年
交
流
セ
ン

所
長

タ
ー

略

略

略

略

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


